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税務・財務 ニュース
 

[ 今月のテーマ  ] 

税務・財務に関する情報を使いこなすことができれば、 
より豊かな人生が送れるものと確信しています。 
私どもは、これらの情報をお客様のお役に立てていただければと 
願っております。 
ご自身にどう当てはめたらよいのかをお考えいただき、 
ご不明な点がございましたら、 
一緒に検討させていただきたく存じます。 
税務・財務に関する情報の提供を通じて、お客様の繁栄と、平安に、 
少しでも貢献できればと願います。 

友 弘 正 人 
 

〒651-0087 神戸市中央区御幸通 3丁目 1番 8号 
ライオンズ三宮ビル 2F 

TEL : 078-221-7711    FAX : 078-221-7717 
info@topp.co.jp     https://topp.co.jp 
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◆ 暦年贈与加算の見直し 
◆ 相続時精算課税制度の見直し 
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１．はじめに 
令和５年度税制改正大網が令和 4年 12月 16日に公表されました。個人所得課税で

は、NISAの抜本的拡充・恒久化や、極めて高い所得に対する税負担の適正化を導入しま
す。資産課税では、生前贈与の相続財産への持ち戻し期間の延長、相続時精算課税制度に
基礎控除の導入、教育資金の一括贈与に関するものがあります。今回はその中でも特に皆
さんにお伝えしたい内容をいくつかご紹介します。 

 

２．NISAの拡充 

NISAは個人の資産運用を後押しするために作られた税制の優遇措置で、購入した株式
や投資信託などの売却益や配当金が一定の範囲内で非課税となります。今回の改正では投
資の対象となる商品、実施される期間や保有期間の拡充などに変更がありました。 

① 投資対象 
投資対象の商品は現行制度より絞り、上場廃止が決まった整理銘柄や、償還期間の短い

投資信託も対象から外されています。 
現行制度の NISAでは、「一般 NISA」「つみたて NISA」の２種類あり、その併用は

できません。今回の改正で 2024年 1月から上場株式などを購入できる「成長投資枠」
と、長期積み立てを目的に投資信託だけを購入対象とする「つみたて投資枠」とが設けら
れ、それぞれの併用が可能となりました。 

② 投資可能期間・非課税保有期間 
現行制度の投資可能期間について「一般 NISA」は 2023年まで「つみたて NISA」は

2042年まででしたが、今回の改正で「成長投資枠」「つみたて投資枠」は投資可能期間
を定めない恒久的な制度となりました。また非課税保有期間について「一般 NISA」は５
年間「つみたて NISA」は 20年間と定められています。改正後は「成長投資枠」「つみ
たて投資枠」ともに保有期間が無期限となりました。 

③ 年間投資額の引き上げ・生涯非課税限度額の創設 
現行制度の年間投資額について「一般 NISA」は年間 120万円で最長５年間、「つみた

て NISA」は年間 40万円で最長 20年間まで投資可能でした。改正後の「成長投資枠」
は年間 240万円まで、「つみたて投資枠」は年間 120万円まで投資が可能となります。
現行制度の限度額は「一般 NISA」は 600万円「つみたて NISA」は 800万円と定められ
ていましたが、改正により高額所得者に優遇とならないよう、合計で 1,800万円の生涯
投資枠を設け、成長投資枠は 1,200万円を上限とします。 

令和５年度税制改正大綱 
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 改正前の NISA（併用不可） 改正後の NISA（併用可能） 
 一般 NISA つみたて NISA 成長投資枠 つみたて投資枠 
投資可能期間 2027年まで 2042年まで 恒久化へ 
非課税保有期間 5年間 20年間 無期限化へ 
年間投資額 120万円 40万円 240万円 120万円 

生涯非課税限度額 600万円 800万円 
1200万円  

合計で 1,800万円まで 

 

3．暦年贈与加算の見直し 
暦年贈与とは、毎年 1月 1日～12月 31日の 1年間で受け取った贈与金額をもとに贈

与税の計算を行う課税方法です。この暦年贈与には 110万円の基礎控除があり、1年間
のトータルの贈与金額が 110万円を超えなければ贈与税はかかりません。110万円以内
ならば贈与税なしで財産を渡すことができるため、将来の相続税対策を目的として利用し
ている方も多いと思います。相続税との関係としては、相続開始前 3年以内に受け取った
贈与については、基礎控除以内であっても相続財産として加算することとなります。 

① 暦年贈与加算期間の延長 
令和 6年 1月 1月以降に受けた贈与より、相続財産に加算される期間が 3年から 7年

に延長されます。もともと加算期間は 3年であり、相続開始日が令和 9年 1月以降より
順次延長されることとなるため、加算期間が 7年となるのは令和 13年 1月以降に相続が
発生した場合となります。 

② 延長された 4年間の加算額 
今回の改正で延長された 4年間に受けた贈与についても相続財産に持ち戻すこととなり

ましたが、その延長期間に受けた贈与財産については、その合計額から 100万円を控除
することができます。 

【例】令和 12年に相続が発生した場合の加算額について 
 
 
 
 
 
 
 
 

★3年以内の贈与はすべて加算対象 
★延長された 3年の贈与は 100万円までは加算されない 
★令和 5年の贈与は改正前の贈与となるため加算対象外 
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４．相続時精算課税制度の見直し 
相続時精算課税とは、原則として 60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上

の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。最
大 2,500万円までは贈与税が非課税となり、超過する贈与財産については一律 20%の税
率が課されることとなります。相続税との関係としては、贈与者の相続発生時においてそ
の贈与財産のすべてを持戻して相続申告を行い、支払った贈与税が加算された人の相続税
から控除されることとなります。 

◆ 基礎控除の創設 
令和 6年 1月 1日以降、相続時精算課税制度を選択している者が特定贈与者から贈与

を受けた場合において、暦年課税制度とは別に、毎年 110万円の基礎控除が設けられま
す。この控除を受けた金額については、贈与者の相続発生時において持戻さず相続財産に
加算されません。 

【例】令和 12年に相続開始した場合の加算額について 

 

 

 

 

 

 

 
★令和 4～5年は改正前のためすべて加算対象 
★令和 6～10年は 110万円を除いた 190万円が加算対象 
★令和 11年は 110万円以下のため加算対象外 

 

５．最後に 
今回は一部のご紹介となりましたが、他にも法人に関係する研究開発税制や設備投資減

税など成長を促す施策の延長・見直しや消費税に関係するインボイスの改正が入っていま
す。検討課題としてマンションの相続税評価の市場価格との乖離についてあげられてお
り、今後改正の可能性は高いと思われます。 
また今回ご紹介した内容は大綱段階であるため、今後内容が変更される可能性がありま

す。改正の内容についてご質問のある方はお問い合わせください。 

執筆者 柴田 直之 


